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(57)【要約】
【課題】本発明は、簡単な構造で十分な強度を備え内部
に複数の密閉空間が形成された浮体構造物及びその構築
方法を提供することを目的とするものである。
【解決手段】浮体構造物１は六面体状に形成されており
、その外側面には外壁部２が設けられており、外底面に
は底板部３が設けられている。外壁部２及び底板部３は
鋼板及びコンクリートからなるハイブリッド構造となっ
ている。外壁部２及び底板部３により形成される内部空
間には、ユニット構造体１０が３次元に配列されており
、各ユニット構造体１０の内部には六面体状のユニット
空間がそれぞれ形成されている。ユニット構造体１０は
、５枚の波形鋼板をアングルにより組み付けて構成され
ており、隣接するユニット構造体の間にはコンクリート
が充填されて隔壁部が形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外壁部及び底板部により形成された内部空間に、垂直壁面及び天井面として配設された
波形鋼板の各辺部を鉄骨部材で接合固定することでユニット空間を形成するユニット構造
体が３次元に複数配列されており、隣接するユニット構造体の垂直壁面の波形鋼板の間に
コンクリートを打設して形成された隔壁部を備えていることを特徴とする浮体構造物。
【請求項２】
　前記ユニット構造体の天井面の波形鋼板の上面には所定の厚さのコンクリートを打設し
て床面部が形成されていることを特徴とする請求項１に記載の浮体構造物。
【請求項３】
　前記隔壁部は、対向する波形鋼板の外方に突出する山状部分が互いに対応するように配
置されて形成された幅広の柱状部及び内方に入り込んだ谷状部分が互いに対応するように
配置されて形成された連結部を有していることを特徴とする請求項１又は２に記載の浮体
構造物。
【請求項４】
　前記隔壁部のコンクリートの内部には補強用の線状材が分布していることを特徴とする
請求項１から３のいずれかに記載の浮体構造物。
【請求項５】
　外壁部及び底板部により内部空間を形成する外面部構築工程と、形成された内部空間に
鉄骨部材により骨組みを組み立て垂直壁面及び天井面にそれぞれ波形鋼板を配設しその各
辺部を鉄骨部材に接合固定することでユニット構造体を形成するとともに当該ユニット構
造体を内部空間の底面に複数配列して構築する段構造構築工程と、隣接するユニット構造
体の垂直壁面の波形鋼板の間にコンクリートを打設し１段目の隔壁部を構築して１段目の
ユニット空間を複数形成するとともに各ユニット構造体の上面にコンクリートを打設して
床面を形成するユニット空間形成工程とを備え、形成された床面に前記段構造構築工程及
び前記打設工程を繰返し行って複数段のユニット空間を形成することを特徴とする浮体構
造物の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洋上ステーション、洋上プラットホーム、浮ドック等の海洋構造体に用いら
れる浮体構造物及びその構築方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、廃棄物処理、航空機等の騒音問題、土地の高コスト化といった問題に対処するた
め海上に建造物、生産設備又は処理設備を設置する洋上プラットホーム等の海洋構造体が
開発されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、ウォータフロント等の海上立地を行うために、複数のケーソ
ンブロックをハニカム状に連結して人工島の基礎構造を構築した点が記載されている。ま
た、特許文献２では、廃棄物処理のための海洋構造体を複数のケーソンを集合配置して構
築した点が記載されている。また、特許文献３では、多数のコンクリート製の立体物を３
次元にわたって配設することにより飛行場を構成するようにした点が記載されている。
【０００４】
　海洋構造体として用いられるケーソンについては、迅速的確に構築するためにプレハブ
化して構築することが提案されており、例えば、特許文献４では、ケーソンを構成する底
版、内部骨格及び外壁パネルを工場で予め製造しておき、ケーソンの組立て位置に各構成
部材を運搬して組み立て製造するようにした点が記載されている。また、特許文献５では
、鋼製枠に複数のユニット部材を配列して隣接するユニット部材を溶接してケーソンを製
造するようにした点が記載されている。
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【０００５】
　また、本発明者は、特許文献６に示すように、建築構造の耐力壁構造として一対の表面
鋼板の間にコンクリートを充填した壁構造を提案している。
【特許文献１】特開平５－３１１６２７号公報
【特許文献２】特開２００２－２６２７０８号公報
【特許文献３】特開２００２－２３４４８５号公報
【特許文献４】特開平９－２２８３８０号公報
【特許文献５】特開２０００－３２８５３６号公報
【特許文献６】特許第３６４３３６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した特許文献に記載されているように、海洋構造体を予め分割してユニット化した
ものを製造しておき、設置場所で組み立てる方法が用いられているが、廃棄物処理等のよ
うに作業場所を移動する必要がある場合には浮きドックのように浮沈可能な構造にしてお
くことが好ましい。
【０００７】
　浮沈可能な構造としては、内部に水を貯留するタンクを備えておき、タンク内に水を注
排水することで構造体全体を浮上又は沈下させることができる。そのため海洋構造体の内
部に水を貯留するための密閉空間を複数形成する必要があるが、上述した特許文献のよう
にユニット化したものやパネルを組み合せて構築する方法では、こうした浮沈用の密閉空
間を形成することは難しい。
【０００８】
　そのため、鋼板や鉄骨部材を組立てて構築することが考えられるが、作業工程が複雑に
なって工期が長期化するとともにコスト負担が大きくなる。また、複数の密閉空間を形成
するため構造体の強度が低下しないように、例えばコンクリートと鋼板との合成版構造を
用いることが考えられるが、コンクリートの打設の際に型枠が必要になり、また鉄筋を用
いる場合にはさらに鉄筋の組立て作業を行う必要があり、この場合にも工期の長期化及び
コストアップは避けられない。
【０００９】
　そこで、本発明は、簡単な構造で十分な強度を備え内部に複数の密閉空間が形成された
浮体構造物及びその構築方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る浮体構造物は、外壁部及び底板部により形成された内部空間に、垂直壁面
及び天井面として配設された波形鋼板の各辺部を鉄骨部材で接合固定することでユニット
空間を形成するユニット構造体が３次元に複数配列されており、隣接するユニット構造体
の垂直壁面の波形鋼板の間にコンクリートを打設して形成された隔壁部を備えていること
を特徴とする。さらに、前記ユニット構造体の天井面の波形鋼板の上面には所定の厚さの
コンクリートを打設して床面部が形成されていることを特徴とする。さらに、前記隔壁部
は、対向する波形鋼板の外方に突出する山状部分が互いに対応するように配置されて形成
された幅広の柱状部及び内方に入り込んだ谷状部分が互いに対応するように配置されて形
成された連結部を有していることを特徴とする。さらに、前記隔壁部のコンクリートの内
部には補強用の線状材が分布していることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る浮体構造物の構築方法は、外壁部及び底板部により内部空間を形成する外
面部構築工程と、形成された内部空間に鉄骨部材により骨組みを組み立て垂直壁面及び天
井面にそれぞれ波形鋼板を配設しその各辺部を鉄骨部材に接合固定することでユニット構
造体を形成するとともに当該ユニット構造体を内部空間の底面に複数配列して構築する段
構造構築工程と、隣接するユニット構造体の垂直壁面の波形鋼板の間にコンクリートを打
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設し１段目の隔壁部を構築して１段目のユニット空間を複数形成するとともに各ユニット
構造体の上面にコンクリートを打設して床面を形成するユニット空間形成工程とを備え、
形成された床面に前記段構造構築工程及び前記打設工程を繰返し行って複数段のユニット
空間を形成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る浮体構造物は、上記のような構成を有することで、波形鋼板及び鉄骨部材
からなるユニット構造体を３次元に複数配列し、隣接するユニット構造体の間にコンクリ
ートを打設して波形鋼板及びコンクリートからなるハイブリッド構造の隔壁部を備えてい
るので、簡単な構造で浮沈用の密閉空間となるユニット空間を複数段にわたって形成する
ことができる。
【００１３】
　すなわち、ユニット構造体を垂直壁面及び天井面として波形鋼板を配設し各辺部を鉄骨
部材で接合固定した構造となっているので、簡単に上下方向に段構造を構築できるととも
に横方向に面状に配列するように構築することも容易に行うことができる。また、隔壁部
は波形鋼板とコンクリートとのハイブリッド構造となっているので、引張強度及び圧縮強
度に優れており、また十分なせん断強度を有している。そのため、複数段のユニット空間
が形成された場合でも構造上の強度が低下することはなく、浮沈動作を行なう場合でも水
圧等に対して十分な耐久性を確保することができる。
【００１４】
　ユニット構造体により形成されるユニット空間は３次元に配列することができるので、
注排水を行うユニット空間を選択して構造物全体のバランスを設定することが可能となり
、構造物に機械設備等の重量物を設置した場合にもバランス調整を容易に行うことができ
る。また、ユニット空間が複数段に構築されているので、下部のユニット空間を注排水用
に使用して上部のユニット空間を機械設備の設置スペースや倉庫用のスペース等に活用す
ることができ、多目的に使用することが可能となる。
【００１５】
　また、ユニット構造体の天井面の波形鋼板の上面には所定の厚さのコンクリートを打設
して床面部が形成されているので、ユニット空間への注排水の際の水圧や圧力変動に対し
ても十分な耐久性を持たせることができ、密閉空間を長期間にわたって維持することがで
きる。
【００１６】
　そして、隔壁部が、対向する波形鋼板の外方に突出する山状部分が互いに対応するよう
に配置されて形成された幅広の柱状部及び内方に入り込んだ谷状部分が互いに対応するよ
うに配置されて形成された連結部を有していることで、柱状部で強度を高めると共に連結
部を幅狭とすることでより軽量化することができる。
【００１７】
　また、隔壁部のコンクリートの内部に補強用の線状材を含むことで、コンクリートの引
張強度及びせん断強度を高めて隔壁部の耐久性をより向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る実施形態について詳しく説明する。なお、以下に説明する実施形態
は、本発明を実施するにあたって好ましい具体例であるから、技術的に種々の限定がなさ
れているが、本発明は、以下の説明において特に本発明を限定する旨明記されていない限
り、これらの形態に限定されるものではない。
【００１９】
　図１は、本発明に係る浮体構造物に関する実施形態の内部構造を断面で示す斜視図であ
る。この例では、浮体構造物１は六面体状に形成されており、その外側面には外壁部２が
設けられており、外底面には底板部３が設けられている。後述するように、外壁部２及び
底板部３は鋼板及びコンクリートからなるハイブリッド構造となっている。
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【００２０】
　外壁部２及び底板部３により形成される内部空間には、ユニット構造体１０が３次元に
配列されており、各ユニット構造体１０の内部には六面体状のユニット空間がそれぞれ形
成されている。
【００２１】
　隣接するユニット構造体の垂直壁面の間には所定の間隙が形成されており、その間隙に
コンクリートが打設されて隔壁部が構成されている。また、各ユニット構造体の天井面の
上面にも所定の厚さでコンクリートが打設されて床面部が構成されており、隔壁部及び床
面部は、後述するように波形鋼板及びコンクリートからなるハイブリッド構造となってい
る。そのため、各ユニット構造体の内部に形成されるユニット空間は、打設されたコンク
リートにより完全な密閉空間となっている。
【００２２】
　この例では、底板部３に面状に配列されたユニット構造体１０ａ１～１０ａ４により１
段目の段構造が構築されており、各ユニット構造体の内部に形成されたユニット空間がマ
トリックス状に面配列されるようになる。１段目の段構造の上面には２段目の段構造を構
成するユニット構造体１０ｂ１～１０ｂ４が１段目と同様にマトリックス状に面配列され
て構築されており、２段目の段構造の上面には３段目の段構造を構成するユニット構造体
１０ｃ１～１０ｃ４が同様に面配列されて構築されている。
【００２３】
　こうした複数段にわたる段構造において形成されたユニット空間は、図示されていない
ポンプ等の給排水設備により下部のユニット空間に注排水が行われて浮体構造物１の浮沈
動作が行なわれる。上部のユニット空間には目的に応じて機械設備や処理設備が設置され
、また必要に応じて倉庫スペースとして使用される。
【００２４】
　図２は、ユニット構造体に関する分解斜視図である。各ユニット構造体は、垂直壁面を
構成する波形鋼板１００ａ～１００ｄ及び天井面を構成する波形鋼板１００ｅを備えてい
る。各波形鋼板は正方形状で同じ大きさに形成されており、図３（ａ）に示す断面形状を
有する細長い帯状の単位プレート体１０００を組み合せて構成されている。単位プレート
体１０００は、山形状部分１００１と谷形状部分１００２とを形成するように長手方向に
平行な複数の折り曲げ線で折り曲げられている。そして、両端部には、隣接する単位プレ
ート体と組み付けて一体化するための係止部１００３及び１００４が湾曲させて形成され
ており、図３（ｂ）に示すように、係止部を隣接する単位プレート体の係止部に長手方向
にスライドさせて挿入することで、長手方向と直交する方向には単位プレート体同士が一
体化して分離することはない。
【００２５】
　また、山形状部分１００１のほぼ中央にはＶ字状の溝１００５が長手方向に沿って直線
状に形成されており、谷形状部分１００２のほぼ中央に蟻溝状の凹部１００６が長手方向
に沿って直線状に形成されている。そして、隣接する単位プレート体の係合部１００３及
び１００４を係合することで谷形状部分１００２及び蟻溝状の凹部１００６が形成される
。
【００２６】
　Ｖ字状の溝１００５及び蟻溝状の凹部１００６は、コンクリートを打設して隔壁部を形
成した場合に、波形鋼板とコンクリート体の密着力を向上させて剥離しにくいようにし、
隔壁部の構造強度を高めるものである。コンクリートを波形鋼板の間に打設する場合には
、蟻溝状の凹部１００６が突出する側の面にコンクリート体を密着させることでコンクリ
ート体が剥離することを防止できる。
【００２７】
　単位プレート体１０００の長手方向の両端部は、山形状部分１００１が谷形状部分１０
０２と一致するように潰されて傾斜した状態に形成されている。そのため、波形鋼板の両
端部は所定の幅で平面状の取付部分１００７が形成される。
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【００２８】
　以上のような波形鋼板は、いわゆるデッキプレートと称される公知のものであり、上述
した以外の形状に成形された波形鋼板についても同様に用いることができる。
【００２９】
　各波形鋼板は、鉄骨部材である断面Ｌ字状のアングルを用いて六面体状に組付けられる
。垂直壁面を構成する波形鋼板１００ａ～１００ｄは垂直に立設された４本のアングル１
０１ａ～１０１ｄに取り付けられる。アングル１０１ａ～１０１ｄは、底板部３に突設さ
れたリブ状の取付板部３２に溶接等により取付固定されて立設されている。アングルを取
付固定する場合には、アングルの端部と取付板部３２とを連結する連結板をユニット構造
体の内側から当接して溶接すれば、アングルの端部及び取付板部３２の波形鋼板に対する
当接面を面一にすることができ、波形鋼板との間を隙間なく取り付けることが可能となる
。
【００３０】
　底板部３は、底面を構成する平板状の鋼板３０の上面に細幅の取付板部３２を溶接し、
鋼板３０の上面に所定の厚さで打設されたコンクリート体３１を備えたハイブリッド構造
となっている。取付板部３２は、各ユニット構造体のアングルの立設位置に合せて取付固
定すればよい。
【００３１】
　波形鋼板１００ａ～１００ｄは、山形状部分及び谷形状部分が上下方向に沿うように組
み付けられる。各波形鋼板の両側端部はアングル１０１ａ～１０１ｄに当接されて所定の
間隔で栓溶接されて固定される。また、下端部は取付板部３２に当接されて所定の間隔で
栓溶接されて固定される。上端部には、アングル１０１ａ～１０１ｄの間に横設されたア
ングル１０２ａ～１０２ｄが当接されて所定の間隔で栓溶接されて固定される。アングル
１０２ａ～１０２ｄの両端部には、それぞれアングル１０１ａ～１０１ｄとの間に連結板
が内側から当接されて溶接により取付固定されており、アングル１０２ａ～１０２ｄ及び
アングル１０１ａ～１０１ｄの波形鋼板に対する当接面が面一に設定されて波形鋼板との
間を隙間なく取り付けることができる。
【００３２】
　天井面を構成する波形鋼板１００ｅは、四辺部をそれぞれアングル１０２ａ～１０２ｄ
に設置して所定の間隔で栓溶接されて固定される。波形鋼板１００ｅを取付固定した状態
では、四隅部がアングル１０１ａ～１０１ｄの内側に当接して隙間なく設置される。
【００３３】
　以上のようにユニット構造体を構成することで、図４に示すように、波形鋼板１００ａ
～１００ｅにより区画された六面体状のユニット空間が内部に形成される。そして、各波
形鋼板の間にはアングルが隙間なく組み付けられているため打設されたコンクリートがユ
ニット空間内に流入することが防止される。
【００３４】
　図２では底板部３の上面に組み付けられる１段目のユニット構造体について説明したが
、２段目以上のユニット構造体についても同様に組み付けられる。２段目以上のユニット
構造体では、アングル１０１ａ～１０１ｄが１段目のユニット構造体から上方に延設され
ており、延設されたアングルに垂直壁面を構成する波形鋼板を組み付ければよい。そして
、１段目のユニット構造体の天井面を構成する波形鋼板の上面にコンクリートを所定の厚
さ打設して構成される床面部に当接してアングルを横設し、アングル１０２ａ～１０２ｄ
と同様にアングル１０１ａ～１０１ｄに取付固定し、取付固定したアングルに垂直壁面を
構成する波形鋼板の下端を栓溶接により組み付ける。垂直壁面を構成する波形鋼板の上端
は１段目と同様にアングルで固定し、天井面を構成する波形鋼板を組み付ければよい。３
段目のユニット構造体についても２段目と同様に組立てることができる。アングル１０１
ａ～１０１ｄについては、適宜別のアングルを連結して必要な高さに延設すればよい。
【００３５】
　また、外壁部２は、外表面に設けられた平板状の鋼板２０の内側に所定の厚さで打設さ
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れたコンクリート体２１を備えたハイブリッド構造となっており、コンクリート体２１の
内側にユニット構造体の波形鋼板と同形状の波形鋼板２２が取付固定されている。波形鋼
板２２は、コンクリート体２１内に突設されたスタッド等により剥離しないように固定さ
れる。外壁部２の鋼板２０の下端部と底板部３の鋼板３０の端部との間には細幅状の連結
板部２３が配設され、鋼板２０及び３０と連結板部２３とが溶接等により固定されること
で、外壁部２と底板部３とが一体化される。
【００３６】
　図５は、浮体構造物１を水平面で切断した一部拡大断面図であり、図６は、図５の垂直
面Ａ－Ａで切断した一部拡大断面図である。ユニット構造体の内部には波形鋼板１００ａ
～１００ｄで囲まれたユニット空間Ｓが形成されており、隣接するユニット構造体の垂直
壁面を構成する波形鋼板の間は所定間隔を空けて配設されている。そして、間隔を空けて
設定された波形鋼板の間にはコンクリートが打設されて隙間なく充填されており、波形鋼
板及びコンクリート体からなるハイブリッド構造の隔壁部４が形成されている。また、各
ユニット構造体の天井面を構成する波形鋼板１００ｅの上面にも所定の厚さでコンクリー
トが打設されて波形鋼板及びコンクリート体からなるハイブリッド構造の床面部５が形成
されている。
【００３７】
　隔壁部４では、垂直壁面を構成する波形鋼板が山形状部分及び谷形状部分が互いに対向
するように配置されており、谷形状部分が対向した部分ではコンクリート体の幅が広くな
って柱状部分を形成している。また、山形状部分が対向した部分ではコンクリート体の幅
が狭くなって連結部分を形成している。そのため、柱状部分で隔壁部４の強度を向上させ
ることができ、連結部分により軽量化を図ることができる。また、柱状部分では波形鋼板
の谷形状部分からスタッドがコンクリート体の内部に突出しており、波形鋼板とコンクリ
ート体との間の一体性を高めて波形鋼板が剥離するのを防止している。この場合、対向配
置された波型鋼板の間をボルトにより固定して一体化してもよい。
【００３８】
　さらに、コンクリート体の内部には、補強用の線状材が分布しており、コンクリート体
の引張強度を向上させることができる。補強用の線状材としては、金属製又は合成樹脂製
の線材を数ｃｍ程度の長さに成形したもので、コンクリートの内部に所定の密度で分布さ
せておくことでコンクリートの内部に鉄筋を設ける場合と同様の引張強度を持たせること
が可能となる。
【００３９】
　浮体構造物１を海洋に設置した場合、隔壁部４には上下左右から力が変動して加わるよ
うになるが、隔壁部４を上述したような構造で強化することにより圧力変動に対する耐久
性に優れたものとなる。
【００４０】
　また、床面部５においても波型鋼板の谷形状部分からコンクリート体の内部にスタッド
を突出させて一体性を高めるようにしている。
【００４１】
　図７から図１２は、浮体構造物１の構築過程を示す一部拡大斜視図である。まず、図７
に示すように、底板部３の各辺部に外壁部２を固定して外面部を構築する。図２において
説明した外壁部２及び底板部３は、予め鋼板及びコンクリートを用いて作製しておく。外
壁部２は浮体構造物１の垂直壁面を構成するために４個作製しておく。外壁部２の内側に
は、ユニット構造体の段構造に対応して波形鋼板２２が取付固定される。
【００４２】
　底板部３は浮体構造物１の底面の大きさに合せて作製し、上面にユニット構造体を組立
てる取付板部３２を固定しておく。そして、底板部３の四辺部に外壁部２をそれぞれ立設
して連結板部２３により固定する。
【００４３】
　次に、図８に示すように、底板部３の上面に１段目のユニット構造体を構築する。ユニ
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ット構造体は図２において説明したように４つの垂直壁面を構成する波形鋼板と天井面を
構成する波形鋼板をアングルにより六面体状に組み立てる。底板部３の取付板部３２に立
設されたアングルは波形鋼板よりも高く上方に延設する長さに設定されている。ユニット
構造体はマトリックス状に前後左右に所定間隔を空けて配列するように構築される。注排
水用の配管等の設備は、ユニット構造体が組立てる際に取り付けるようにする。
【００４４】
　１段目の段構造を構築した後、段構造の上方からコンクリートを打設する。打設するコ
ンクリートには予め補強用の線状材が多数混合されている。コンクリートはユニット構造
体の間に隙間なく充填されて隔壁部が作製される。ユニット構造体の間にコンクリートを
充填した後ユニット構造体の上面に所定の厚さでさらにコンクリートを打設して床面部を
作製する。こうして図９に示すように１段目の段構造全体がコンクリートで覆われるよう
になる。各ユニット構造体の内部にはコンクリートが流入せずに六面体状のユニット空間
が密閉状態で形成されるようになる。
【００４５】
　次に、図１０に示すように、打設されたコンクリートから上方に突出するアングルにア
ングルを横設して固定し、立方体状の枠体を組み立てる。そして、図１１に示すように、
アングルにより組み立てられた枠体に波形鋼板を組み付けて２段目のユニット構造体を構
築する。こうして構築された２段目の段構造の上方から１段目と同様にコンクリートを打
設し、図１２に示すように、２段目の隔壁部及び床面部を作製する。３段目以降の段構造
についても２段目の段構造と同様の作業を繰り返すことで構築することができる。
【００４６】
　以上説明したように、底板部に１段目の段構造を構築し、その上に２段目の段構造を構
築するので、足場等の設備が不要となり、工期を大幅に短縮することができる。また、構
造上鉄筋等を用いないので、熟練工等の経験や技能がなくても簡単に構築することができ
る。
【００４７】
　図１３は、段構造のユニット構造体の配列に関する変形例を示す水平方向の一部拡大断
面図である。この例では、１つの段構造においてユニット構造体が複数列に配列されてお
り（図面では上下方向に沿って各列のユニット構造体が配列されている）、各列のユニッ
ト構造体は隣接する列に対して半分の長さずつずれるように配置されている。そのため、
図面において左右方向に形成される隔壁部４が各列で交互にずれた位置に形成されるよう
になり、図５に示すユニット構造体の配列構造よりもさらに強度を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明に係る浮体構造物に関する実施形態の内部構造を断面で示す斜視図である
。
【図２】ユニット構造体に関する分解斜視図である。
【図３】波形鋼板の単位プレート体に関する断面図及び斜視図である。
【図４】ユニット構造体に関する斜視図である。
【図５】浮体構造物を水平面で切断した一部拡大断面図である。
【図６】図５の垂直面Ａ－Ａで切断した一部拡大断面図である。
【図７】浮体構造物の構築過程を示す一部拡大斜視図である。
【図８】浮体構造物の構築過程を示す一部拡大斜視図である。
【図９】浮体構造物の構築過程を示す一部拡大斜視図である。
【図１０】浮体構造物の構築過程を示す一部拡大斜視図である。
【図１１】浮体構造物の構築過程を示す一部拡大斜視図である。
【図１２】浮体構造物の構築過程を示す一部拡大斜視図である。
【図１３】段構造のユニット構造体の配列に関する変形例を示す水平方向の一部拡大断面
図である。
【符号の説明】
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【００４９】
１　　浮体構造物
２　　外壁部
３　　底板部
４　　隔壁部
５　　床面部
10　　ユニット構造体
100　 波形鋼板
101　 アングル
102　 アングル
20　　鋼板
21　　コンクリート体
22　　波形鋼板
23　　連結板部
30　　鋼板
31　　コンクリート体
32　　取付板部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】 【図１２】
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